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土木計画学において障害者や高齢者に配慮した社会基盤整備に関する研究（バリアフリー計画学と示

す．）が始まったのは1970年代からである．1980年代から急速な高齢化が進行し,本格的な高齢社会を迎

える中で新たな社会基盤整備への理念，設計論，システム論として90年代後半から2000年代前半に一分野

を築いたといえよう．本稿では土木計画学におけるバリアフリー研究の成り立ちと発展経緯を文献レビュ

ー，インタビュー調査をもとに整理し，障害当事者によるバリアフリー化運動を踏まえて，バリアフリー

計画学の到達点を検証した．その結果，今後，バリアフリー計画学として取り組むべき新たな射程として，

真の当事者参画の実現するためのダイバーシティを重視した計画論，そのもとで合目的性をもつシビルミ

ニマムなどの見直しに資するシステム論の充実，共生社会の実現に向けた当事者との共創デザイン論が必

要であると提案した． 
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1. 土木計画学におけるバリアフリー計画学研究

の経緯 

 

(1)バリアフリー計画学の萌芽期(1975～1995) 

土木計画学，特に交通計画の分野において障害者を考

慮した社会基盤整備のあり方について言及された論文と

して確認できるのは，1975年に発表された三星の論考で

ある．三星は身体障害者に対する交通計画上の考え方は，

トランスポーテーション・プア（交通弱者）対策に含ま

れると位置付けた．交通弱者とは「自分がトリップを行

おうとしても交通手段の利用可能性が著しく制約されて

いる人達」であり，身体障害者は属性的，階層的交通貧

困層とし，地域的交通貧困層とは区別して整理した．そ

の上で階層的交通貧困層に対する配慮は，需要量と供給

量のバランスを指標とする計画技法は適切ではなく，シ

ビルミニマムを設定し全地域でカバーする計画という新

しい体系が必要であると提案した1)．また，70年代後半

から，三星や矢崎らは身体障害者のための公共交通シス

テムを検討するにあたり，障害種別（肢体不自由，車い

す利用，聴覚，視覚）に外出回数，目的，交通手段，交

通環境に対する評価などの実態調査を始めた2)3)．その後，

80年代には急速な高齢化を背景に，溝端，秋山，清水ら

を中心に，高齢者の交通特性，高齢者ドライバーの課題，

高齢社会に対応した新たな交通システムに関する研究が

多数行われるようになった．そして，土木計画学の中で

バリアフリー計画学が体系化されたのは1995年の土木学

会論文集の特集号であったⅰ．清水が「高齢者・障害者

のための交通計画」として企画し，清水，三星，新田，

秋山，飯田らによる論考で構成された．清水は研究の意

義と現状及び課題を整理し，今後の研究の展望を示して

いる．欧米諸国における政策を概観した上で「高齢者・

障害者を単に交通弱者として保護しようとする従来のわ

が国の対症療法的施策では，もはや問題解決の方向を見

いだせないことを示唆している．我が国においてもこれ

かの交通政策を検討するうえでノーマライゼーションの

理念をどのように交通環境の整備の分野に取り入れてい

くのか，極めて重要な研究課題である」とし，「高齢

者・障害者交通では時間価値の概念が明確でなく，いま

までの多量，迅速を第一義とした交通とは本質的に異な

る」と指摘し，「問題の所在が現れた現象面から対症療

法的に解明するという従来の手法ではなく，対象（ここ

では高齢者・障害者）から分析し，その問題を構造化す

ることが必要である．」と提案した4)．施策実現のため

のキーワードとして以下の5点が示された． 

① 高齢化からは「質の高い交通システムの量的整備」 

② 交通主体からは「ノーマライゼーション」 
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③ 社会の活性化からは「社会参加」 

④ まちづくりからは「計画論の構築と体系の確立」 

⑤ 実現性からは「国民的・市民的合意形成」 

 

(2)バリアフリー計画学の発展期(1995～2005年) 

前述の清水の高齢者・障害者交通研究の意義と今後の

展望の論考および特集号の研究からバリアフリー計画学

の発展期の研究と課題を概観する． 

清水は総合性の追求を不可欠とする交通計画学では，

地域性や階層などを研究対象とする特化研究とシステム

論的研究とのバランスで研究が進められていくべきとい

う．特徴的なのは，従来はみえてこなかった潜在需要を

顕在化させる需要論の確立，社会参加を促す新たなモビ

リティ確保に言及している点である．そして調査分析報

告的な研究から総合的な交通政策につながる理論構築，

体系化が必要であると言及する．また高齢者や障害者の

積極的な社会参加を促す社会基盤を実現するには，土木

計画学，交通計画学に加え，経済学，医学，人間工学，

建築工学，福祉学，地理学，社会学など従来の研究領域

よりさらに広い学際的な研究が要求されるという． 

特集号では，三星，新田により「交通困難者」という

概念が提示され，交通サービスが充分でないために発生

しなかった交通を「潜在交通需要」と定義した5)．そし

て新田らはシステム化にむけて定量的アプローチで高齢

者対応型バスを定義し，高齢者の交通行動時の評価を等

価時間係数と時間価値を用いた6)．また，秋山は，当時

わが国では導入されていなかったスペシャルトランスポ

ートサービスを公共交通計画の中に体系づけた7)．そし

て木村らは地方での重要課題と認識されていた高齢者ド

ライバーについて，運転能力と走行環境の両面から評価

していく研究を発表している8)．さらに飯田は高速道路

休憩施設を対象に調査，分析し，今後，必要となる高齢

社会における施設整備論の必要性を提示した9)． 

 1981年から1998年までの高齢者・障害者に着目した交

通体系整備に関する研究を整理した横山・大島によれば，

年間約10遍程度で推移していた文献数が1995年以降に急

激に増加し，国内の先進事例報告，福祉機器などの開発

技術に関する研究など実践的かつ学際的になってきたと

報告している．2000年の交通バリアフリー法施行に伴い，

基本的問題意識の醸成，技術論・設計論の普及に加え，

当事者参加を含む参加型計画手法の普及が必要と言及し

ている．さらにユニバーサルデザインの視点を持って適

切な評価論を確立することが必要であると指摘された10)． 

 実際に2000年以降は，土木計画学研究発表会において

大阪市11)，吹田市12)などをはじめとする自治体での基本

構想策定プロセスに関する研究報告が多数あったほか，

休憩施設や歩車道境界段差などの構造，設計論13)14)に関

する研究，音声による経路案内システム15)など新技術に

関する研究および整備効果に関する研究16)17)などが報告

された．視覚障害者誘導用ブロックやピクトグラムの

JIS規格化がなされたのも2000年初めである．また猪井ら

により，A.SenのCapability Approachの概念を用いて交通整

備の福祉面における効果の評価手法が定式化された18)．

さらに人による介助援助や当事者参加を促進するための

人材育成，パブリックコメントの分析など，ソフト面や

参加論に関する研究19)20)21)など従来の土木計画学の範囲

を超えた学際的な研究が展開された．特に参加論は70年

代から公害問題などを背景に社会基盤整備への市民参加

の必要性が謳われ，パブリックインボルメントや合意形

成に関する研究の発展と共に，バリアフリー計画学にお

いても市民参加，障害当事者参加が重要視されるように

なった． 

 2005年第31回土木計画学研究発表会では，タイトルに

バリアフリーが含まれる研究だけで14遍も発表され，

1995年から2005年の間に土木計画学においてバリアフリ

ー計画学という一分野を築いたといえる．  

三星は交通バリアフリー法に基づく基本構想の策定に

より「当事者参加」が進んだと評価する一方で，参画の

幅と内容はまだ弱く，事後評価や検証，システム構築に

課題が残ると評価した22)．また，秋山も沿道建築物との

関係など地区交通計画と基本構想との関係が整理されて

いないこと，住民参加が未成熟であること，他のプロジ

ェクトとの調整ができていないなどの課題を指摘してい

る23)．さらに大島らは，参加型福祉の交通まちづくりを

進めるうえで，参加型計画を担える人材育成や技術的基

盤を確立する必要性があると示唆した24)． 

新田は，バリアフリー計画学は，市民一人ひとりの1)

潜在能力の向上をはかり，2)公平な社会の実現ならびに

3)社会の活性化に寄与し，単に高齢者や障害者の生活改

善に留まらない多くの効果が期待でき社会的意義が大で

あるとした24)．また，社会基盤のバリフリー整備につい

て，多様な市民と交通事業者をはじめとする公共サービ

ス事業者，行政が対等な立場で協議し計画や事業を遂行

する,バリアフリー計画学における市民参加の場には,次

の3つの役割があるとした25)． 

1) 参加者自身の福祉の実現 

 多様な当事者の多様な意見に謙虚に耳を傾け，市民一

人ひとりのよりよい暮らしの実現を望む，自らの福祉の

実現に対する願いの反映としての市民参加 

2) 公共の福祉の実現 

エージェントとして市民参加する場合は，自らの願い

の実現だけに努力するのではなく，人のため，世のため

に努力することになる．このため，公共の福祉の実現の

ための市民参加という役割を持つ． 

3) 社会人としての発達 

 参加の過程を通じて社会的選択を行うことを経験し，
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社会人としての発達に貢献する． 

バリアフリー計画学において市民参加,障害当事者参

加,多様な分野や主体との連携が重要なキーワードとい

える． 

(3)近年のバリアフリー計画学(2005年以降) 

 2006年にハートビル法と交通バリアフリー法が統合さ

れ，バリアフリー新法として改めて施行されたが，2000

年の交通バリアフリー法施行時ほどのインパクトはなく，

2007年以降は基本構想策定数が大幅に減少した26)．  

土木計画学においては，高齢化に加えて人口減少問題

が顕在化し，郊外，地方部でのモビリティ供給に関する

研究は増えていったが，いわゆる既存の社会基盤の障壁

の除去，狭義のバリアフリー研究は減少傾向にある． 

その中で，2005年以降の研究動向の特徴として4点あ

ると考える．一つは，これまで課題であった評価方法が

いくつか提案されたことである．視覚障害者の歩行支援

システムの評価方法27)やWHOの障害機能分類(ICF)を援

用した生活機能の概念を用いて,活動・参加領域を3つの

フェーズ（生命の保全、暮らしの維持、健康・文化活動

の増進）に分けて交通サービスの提供による生活機能の

達成状況の評価28)など，いくつか評価方法が提示された．  

次に，バリアフリー計画学の対象者の拡大がある．子

育てバリアフリーに関する研究が盛んとなり29)30)，外国

人対応31)など，対象者が多様化した．2006年の法改正で

は法の対象が身体障害者から障害者となり，知的，精神，

発達障害者への配慮の必要性が位置付けられたが，具体

的な課題や対策に関する研究はまだ発展途上である．3

点目はバリアフリー計画の対象場面の拡大である．従来

のバリアフリー計画は日常生活を主対象としていたが，

観光や文化財でのバリアフリー化への課題に関する研究
32)33)が増えはじめ，非日常な場面におけるバリアフリー

化が着目されるようになった．しかし，災害時の対応34)

など課題はまだ山積している．そして4点目は，交通バ

リアフリー法施行から約20年が経過し，市民参加，障害

当事者参加の実績も積み重ねられてきた中で，参加の質

や継続性に関する研究が報告され始めたことである35)36)．

バリアフリー計画はPDCAサイクルに基づく継続改善が

必要であり，基本構想の策定だけでなく，事業計画，事

後評価など継続的な市民参加，障害当事者参加が必要で

あるが，実際に継続している事例は少数である． 

90年初頭からバリアフリー計画学の土木計画学小委員

会が設けられてきたが，5代目となる「移動権に基づく

移動環境の整備・評価に関する研究小委員会」では，新

たな時代のバリアフリー整備の理念構築として，移動権

の考え方に基づく移動環境の整備が必要であると提起す

る．その中で竹田は「交通権，移動権が一般的な権利と

して社会的な認知を受けている状況とは言えない．誰も

が使用できる交通環境の整備としてユニバーサルデザイ

ン化が進められているが，障害特性によって利用できな

い環境は依然として改善がおくれたままとなってい

る．」と指摘している37)． 

(4)小括 

 土木計画学におけるバリアフリー研究の経緯を概観し

た．交通弱者対策から始まった当該研究は以下の2つに

大別される。1)既存の社会基盤ならびに整備の考え方に

よる社会的障壁（属性によって移動環境の格差・差別）

の解消に向けた研究と，2)社会基盤・サービスの不足や

縮退（地域による移動環境の格差）への対応に関する研

究の2軸で，高度経済成長期には扱ってこなかった「潜

在交通需要」の顕在化に努め，障害者や高齢者の活動の

保障，社会参加の促進をめざして研究を行ってきたと言

える．  

本稿では特に前者の研究に重点をおいてレビューを行

ったが，2000年の交通バリアフリー法施行後，EVの設

置をはじめとするハードの量的整備や，各種基準の整備

など技術基準の向上，当事者参加の機会確保といった計

画論の構築，整備効果の評価手法など一定の進歩があっ

た．しかし，人工呼吸器等を利用する重度の身体障害者

への配慮をはじめ，まだ課題や対策が明確になっていな

い知的，精神，発達障害者への配慮など，竹田が指摘す

るように，障害特性によって利用できない環境は依然と

して改善が遅れたままであり，誰もが社会参加できる共

生社会と実現には至っていない．後者の研究については，

計画における旧来の「全体最適化」手法に対置する，ま

たはそれを補完する計画論として構築されるべきであり、

前者の狭義のバリアフリー研究を包括するシステム論と

して発展が期待されるが、現時点では地域の移動環境格

差への対症療法的研究の域を超えておらず，今後の発展

が期待される． 

そして，その中核となる市民参加，障害当事者参加や

観光や文化活動，災害時など日常生活を越えた場面での

対応，交通事業者だけでなく，商業者，観光事業者，医

療・福祉関係者，地域活動を行うNPOやボランティアな

ど多様な主体との連携においても途についたばかりと言

え，継続，発展的な研究が望まれる． 

 次章では，当事者参加について，障害当事者運動の経

緯との関係から検証を試みる． 

 

2. 障害当事者運動にみるバリアフリー 

 

 障害者インターナショナル（DPI）日本会議の副議長

尾上浩二氏にインタビューを行い（2019年9月28日実

施），障害当事者運動によるバリアフリーへの取り組み

と研究動向との関係を概観した． 

(1)社会の障壁を可視化する運動(1970～1990年) 

 1970年頃は，多くの市民が障害者は家，施設の中にい
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るものだとまだ認識していた中で，1973年に車いす利用

者らが中心となって「差別を恐れず，そよ風のように街

にでよう」運動をおこし，乗車拒否問題を顕在化させた．

特にバスの乗車拒否はひどく，「目の前でバスが停車し，

運転手や車内の乗客と目があったにもかかわらず，扉が

閉められ，置いてきぼりされる」という経験を尾上は何

度も経験したという．そのような状況の中で1977年に青

い芝の会による「バス闘争」が起きた． 

そして，1980年代には電動車いすが普及する中で，バ

ブル経済のもと鉄道駅の高架化，地下化が進んだ．従来

は利用できていた駅が，人の介助だけでは利用できなく

なる問題が生じ，駅のエレベーター設置運動が展開され

た．一方で，1981年には国連において国際障害者年が謳

われ「完全参加と平等」，「ノーマライゼーション」の

理念が普及し，障害者の連携組織であるDPI（Disabled 

people’s international）が組織され，DPI日本会議も1986年

に発足した．DPI日本会議では設立当初から「誰もが使

える公共交通機関」と「誰もが住みよい社会」を目指し

て活動を続けており，1988年から「誰もが使える交通機

関を求める全国行動」を開始し，全国で同時多発的に集

団乗車を行い，移動環境の社会的障壁の可視化，それに

基づく交渉が行われた． 

(2)バリアフリー化への運動(1991年～2005年) 

1990年にアメリカでADA法が成立したことを受け，バ

リアの解消を義務とする法律制定を目指し，地方自治体

の条例制定への運動が活発化した．それまでにも建築基

準条例により建築物のバリアフリー化は進められつつあ

ったが，鉄道駅など公共空間のバリアフリー化を義務づ

ける枠組みはなかった．全国に先駆けて制定された大阪

府の福祉のまちづくり条例では，新設駅だけでなく既存

駅のバリアの解消に向けて，義務化は困難であっても

「適合状況調査－改善計画」を策定するしくみを導入し

た．   

尾上は交通バリアフリー法制定時の国会参考人質疑に

おいて，大阪府条例では，「適合状況調査－改善計画」

のしくみにより，2000年までの7年間でエレベーター設

置の全駅174駅中，138駅（79.3%）が条例制定以降設置

されたと報告した．特に条例制定以降設置駅138駅の内，

既存駅への設置は101駅(73.2%)と4分の3弱となっている

ことを強調したという38)． 

交通バリアフリー法では，既存施設の改善は努力義務

とされたが，基本構想の策定という枠組みにおいて，既

存施設の改善を促進するしくみが導入されたことにより、

その後多くの成果をあげることになった．また，パブリ

ックコメントを受けて，市町村が基本構想を策定する際

に，当事者からの「意見の聴取」という表現が「参画」

に変更され，基本構想策定時の当事者参画が鍵となった．

しかし，多くの自治体では，障害者団体の長が検討会に

参加することで「障害者の意見を聞いた」という手続き

論として，障害者の参加をとらえて39)，実際に障害を持

ちながら交通機関を日々，利用して問題点を感じている

当事者の参画は十分ではなかったと尾上はいう．また，

基本構想の策定時には参加の機会が提供されたが，事業

計画段階での当事者参加，参画はほとんど実現せずに，

当事者の経験知が活かされず，実質的な参画には至らず

課題であると指摘した． 

さらに福祉のまちづくり条例制定時をふり返り，1990

年代はじめに大阪府，兵庫県を皮切りに条例が制定され

始めたころは，追随する自治体は，より良い基準を目指

して面積要件の拡大や基準の上乗せを検討し，当事者と

の協働により策定が進められたという．しかし，法律が

整い，国のガイドラインが整備されると，基準値を守る

ことでバリアフリー化に取り組んでいるという認識が広

まり，直接交渉といった当事者参画の機会が減ったとい

う． 

 

3. バリアフリー計画学の到達点と課題 

 

 本稿では土木計画学におけるバリアフリー研究の発展

と，障害当事者運動によるバリアフリー化の経緯を概観

した．以下に，バリアフリー計画学の到達点と新たな射

程となる課題をまとめる． 

 我が国の社会基盤のバリアフリー化は，1970年代から

社会的課題として認知されはじめ，研究テーマとしても

扱われはじめたが，90年代までは土木計画学研究の一分

野としての位置づけはなかった。そのような中で、障害

者当事者運動により、我が国のバリアフリー整備は牽引

されてきたといえる．   

90年代になり，土木計画学では障害者や高齢者という

個人属性に起因するカテゴリーではなく、社会基盤側に

問題をおき、障害学でいう社会モデルに基づいた「移動

困難者」を定義し，それまで扱ってこなかった「潜在交

通需要」を重視する研究が発展した．マジョリティでは

なく，マイノリティの視点から社会基盤の課題を洗い出

し，シビルミニマムとしての整備基準の見直し，新たな

時間価値や生活機能などの概念を用いたシステム論の構

築に取り組み，当事者参加を原則とする参加論や評価手

法が開発された．これらの研究は，従来の土木計画学の

範囲を超えて学際的に取り取り組まれ、社会基盤整備の

「全体最適化」手法に対置する新たな計画論を構築する

端緒となった． 

しかし，当事者参加においては，計画策定の手続き論

を超える実践は少なく，事業計画への当事者参画など障

害当事者の経験知を活かした協働研究は発展途上である．

また，人工呼吸器利用者など，より少数のマイノリティ

やLGBTなどこれまで認知されていなかった人々など，
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見落としてきた課題も多く，属性によって移動環境の格

差・差別の解消が充分に図られたわけでない．真の当事

者参画を実現するためには，ダイバーシティを重視した

計画論の発展が求められる。 

そして，通院や通学・通勤，買い物行動など，これま

では日常の生活行動を主対象としてきたが，観光や災害

時など，非日常時のバリアフリー化が求められる．非日

常時の活動の特性は，空間の認知度が低い，移動経路が

非定型，探索的である，移動に快楽性や日常との状況変

化への対応が求められるなど研究課題は多い．社会基

盤・サービスの不足や縮退への対応に関する研究におい

ては,特化研究だけでなく,新田が示したすべての人々の

生活機能の達成状況や潜在能力の向上を評価指標とする

ような、狭義のバリアフリー研究を包括するような合目

的性をもって，シビルミニマムを見直すようなシステム

論の充実が大きな課題である。アメリカ・カルフォルニ

ア州では,災害時の要配慮ニーズを「AFN（Access & 

Functional Needs）」という概念を導入し,障害者や高齢

者だけでなく,移民や生活困窮者などすべての人を包括

する政策を展開している．そして,そのニーズを判断で

きるリーダー(AFN ADVOCATE)として障害当事者が参画す

るシステムが構築されているⅱ． 

2018年のバリアフリー法改正では，第2条に「この法

律に基づく措置は，高齢者，障害者等にとって日常生活

又は社会生活を営む上で障壁となるような社会の事物、

制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること

及び全ての国民が年齢，障害の有無その他の事情によっ

て分け隔てられることなく共生する社会の実現に資する

ことと旨として，行わなければならない」と基本理念が

設けられた．国連の障害者権利条約に基づき，障害を理

由に差別されることなく、合理的な配慮を備えた社会基

盤整備とは，量だけではなく質も備えたデザインが求め

られる。誰もが一緒に生き生きと暮らせる共生社会の実

現に向けて、望ましいデザインとは何か，当事者との協

働による共創のデザイン論を構築していくことが必要で

ある． 

 

補注： 

ⅰ:2019年 8月 30日に実施した筆者らと関西在住のバリ

アフリー計画学にかかわる有志で協議した結果による． 

ⅱ:2019年9月9日～16日に実施した,California Gover-

nor’s office of Emergency Services等へのヒアリング

調査に基づく． 
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